
ホスティングサービス利用規約 

（2021.7.1版） 

第１章総則 

第１条（利用規約の適用） 

株式会社インフォネット（以下、「当社」といいます。）は、以下の通りホスティン

グサービス利用規約（以下、「本利用規約」といいます。）を定め、当社所定の申込書

（本規約の裏面）によって当社のホスティングサービス（以下、「本サービス」といい

ます。）の利用契約（以下「本サービス契約」といいます。）を締結した者（以下「契

約者」といいます。）に対して、本利用規約に基づいて本サービスを提供します。な

お、本サービスの内容は次の通りとします。 

① 当社所有の共有サーバのディスクスペース及びその付属機能の貸出し 

② 当社所有の契約者専用サーバの貸出し 

③ 契約者所有の専用サーバの保管管理 

２ 契約者は本利用規約を遵守して、本サービスを利用するものとします。 

 

第２条（利用規約の変更） 

当社は、必要に応じて適宜、本利用規約を変更することができるものとします。この

場合の変更部分が効力を発生した日以降は、料金その他の提供条件は、変更後の本利用

規約によります。 

２ 本利用規約の変更にあたっては、効力発生の14日前までに当社は当該変更の対象とな

る契約者に対し変更内容を通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合

であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。 

なお、本利用規約の変更については、当社ウェブサイト上にも告知するものとします。 

（http://www.e-infonet.jp） 

 

第３条（サービスの提供区域） 

本サービスの提供区域は日本国内とします。 

 

第４条（サービスの終了) 

当社は、経営上の理由その他やむを得ない事由ある場合、独自の判断で本サービスを

終了することがあります。 

２ 本サービスを終了するときは、原則として終了する3ヶ月前までにその旨を通知ある

いは告知します。 

 

第２章サービス契約 

http://www.e-infonet.jp/


第５条（契約申込み） 

本サービスは、当社所定の申込書に必要な事項を記載し、代表者による記名押印のう

えでこれを当社に対し提出することによって申込むものとします。 

 

第６条（契約の成立） 

当社が、契約者の提出した申込書を審査のうえで受理した旨を通知することで本サービ

ス利用の申込みを承諾した場合、利用申込書の受取日に遡って本サービス契約が成立する

ものとします。 

 

２ 契約申込みに係る本サービスの提供は、申込書受理の際に当社が通知するサービス提

供開始日より2週間以内に行います。原則として申込みを受け付けた順に行いますが、

事情によりその順序を変更することがあります。 

 

３ 当社は、次の場合にはサービス利用の申込みを承諾しない、あるいは承諾を取り消す

ことがあります。 

(１) 本サービスの申込みをした者が第１８条（提供停止）第１項各号のいずれかに該当す

るとき 

(２) 申込書に虚偽の事実を記載したとき 

(３) 本サービスの申込みをした者が正当に使用することができない金融機関口座を指定

したとき 

(４) 申込者が未成年であって保護者の同意を得ていないとき 

(５) その他契約締結が不適当と当社が判断する合理的理由のあるとき 

 

４ 当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。 

 

第７条（契約の単位） 

本サービスの単位は、第１条１項①のサービスについては一つのドメインを1単位と

し、同項②及び③のサービスについては1台のサーバを1単位とします。契約者が本サービ

スを複数単位で利用する場合には、個々に本サービス契約を締結するものとします。 

 

２ 当社は、本利用規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約

者は本利用規約とともに特約を遵守するものとします。特約については、当社ウェブサイ

トに告知すると共に、原則として契約者に対して通知するものとします。 

 

 

第８条（契約期間） 



本サービスの契約期間は第６条（契約の成立）第１項に定める利用開始日の属する月の

1日から12ヶ月とし、契約期間満了日までにいずれの当事者からも更新しない旨の通知が

ない限り、本規約と同一の条件で1ヶ月の期間につき自動的に更新するものとし、以後も

同様とします。 

 

第９条（サービスの提供条件） 

当社は、契約者と契約を締結する毎に一つのID及びパスワードを定めます。契約者は、

定められたID及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、契約者以外

の者がID又はパスワードを不正使用しないよう善管注意義務を尽くすものとします。契約

者は、不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を

講じ、不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。契約者は、自

己のID及びパスワードが第三者によって不正に入手又は使用されたことが判明した場合に

は、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。 

 

第１０条（権利の譲渡等の制限) 

本サービスの提供を受ける権利等サービス契約上の権利を、当社の承認なく、他に転

売、譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。 

 

第１１条（非常事態時の利用の制限) 

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災

害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事

項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的

に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。 

 

第１２条（サービス内容の変更） 

契約者が、本サービス内容（サービスの種別、ドメイン、サーバの仕様等）の変更を行

う場合は、当社が別途定める方法により変更を申込むものとします。 

２ 前項の申込みを承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。 

３ 第１項の申込みがあった場合に、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があ

るときは、当社は申込みを承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通

知します。 

 

第１３条（契約者の名称等の変更） 

契約者は、以下の各号に変更があったときは、その事を速やかに当社に届け出るものと

します。 

(１) 申込書に記載された氏名又は名称、及び住所又は居所 



(２) 当社に届け出た金融機関に関する事項 

２ 前項の届出があったときは、当社にその事実を証明する書類を提出して頂くことがあ

ります。 

 

第１４条（契約者の地位の承継） 

契約者である個人が死亡、破産、後見、保佐又は補助が開始したとき本サービス契約は

終了します。 

２ 契約者である法人が合併その他の組織変更、営業の実質的全部の譲渡、又は解散の決

定を行った場合、破産、民事再生、会社更生、特別清算の手続開始の申立てが行われた

とき、任意整理を開始したとき、契約者はその旨を直ちに当社に書面で通知するものと

し、その場合、当社はその通知受領後4週間以内に、書面により通知をして本サービス

契約を解除することができるものとします。 

 

第１５条（契約者が行う本サービス契約の解除） 

契約者は、本サービス契約を解除するときは、当社に対し解除の日の1ヶ月前までに解

除の旨及び解除するサービスなどを当社が別途定める書面により通知するものとします。

この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間

が1ヶ月未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日から1ヶ月を経過する日に生

じるものとします。 

 

第１６条（当社が行う本サービス契約の解除） 

当社は、次に揚げる事由があるときは、本サービス契約を解除することができるものと

します。 

(１) 第１８条（提供停止）第１項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合、停

止の日から14日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき 

(２) 第１８条（提供停止）第１項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著

しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 

 

第３章提供中止及び提供停止 

第１７条（提供中止） 

当社は、当社の設備の保守、工事、又は障害等やむを得ないときには、当社が指定する

日時に一定の時間につき本サービスの提供を中止することができるものとします。 

２ 本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者に対し、その旨とサービス提供中

止の期間を事前に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。 

 

第１８条（提供停止） 



当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じて相当な期間につ

き本サービスの提供を停止することができるものとします。 

(１) サービス契約上の債務を履行しなかったとき 

(２) 第９条（サービスの提供条件）の規定に違反したとき 

(３) 本サービスの提供を受けることに関連して以下のいずれかの行為が行われたとき 

(ア) 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為 

(イ) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為 

(ウ) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為 

(エ) 犯罪行為、あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為 

(オ) 虚偽の情報を意図的に提供する行為 

(カ) 公職選挙法に違反する行為 

(キ) 当社の本サービスの提供を妨害する、あるいは第三者の本サービス利用に支障する

行為 

(ク) IDあるいはパスワードを不正に使用する行為 

(ケ) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはそのおそれのあるコンピ

ュータプログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為 

(コ) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業 

(サ) その他、他人の法的利益を侵害する、あるいは公序良俗に反する行為 

(４) その他の本契約の違反があり、速やかに違反が是正・解消されないとき 

(５) 料金の不払、信用の低下ないし財政状況が悪化したとき 

(６) 第３項の各号に該当するおそれのある方法あるいは態様において本サービスを利用

する行為 

(７) 収納代行会社又は金融機関等により契約者指定の金融機関口座が使用できないとき 

(８) その他、当社の業務遂行上支障があるとき、あるいは当社が不適切と判断するとき 

２ 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理

由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合

は事後に通知します。 

 

第４章料金等 

第１９条（料金等） 

本サービスの料金は、利用申込み内容に従い当社所定の料金の通りとします。 

 

第２０条（料金等の支払義務） 

契約者は、前条（料金等）の料金を本サービス契約に従って支払う義務を負います。 

２ 第１８条（提供停止）の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本

サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱いま



す。 

３ 第６条（契約の成立）３項各号の規定により、当社が契約の承諾をしない、あるいは

承諾を取り消した場合であっても、当社は利用申込者に対して契約が成立した場合に準

じて相応の損害金を請求します。損害金の請求の手続は料金等の請求の手続と同様とし

ます。 

 

第２１条（料金等の計算方法） 

本サービスの月額料金は、利用開始日から1ヶ月間を料金サイクルとして計算する額と

します。 

(１) 利用開始月の料金の額は、当該月額料金の額と初期料金の額の合計額とします 

(２) 契約の解除（契約期間を経過する前に解除があった場合を除きます。）の日が料金

サイクルの末日以外の場合であっても、当該月の料金の額は、料金サイクルの末日まで

の月額料金の額とします 

２ 契約期間が経過する前にサービス契約が終了したとき、契約期間に対応する本サービ

スに係る料金の全額を、契約解除の日から2週間以内に一括して支払うものとします。 

 

第２２条（料金等の支払方法） 

契約者は、利用開始月の料金（初期料金及び月額料金）を当社が指定する期日に現金一

括にて前払するものとします。 

２ 契約者は、第2回以降の月額使用料を当社が指定する期日に収納代行会社より契約者

指定金融機関口座から引落によって、料金を前払するものとします。 

３ 契約者は、当社委託業者の規定を守ることとします。 

４ 契約者と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものと

し、当社には一切の責任がないものとします。 

 

第２３条（割増金） 

料金等の支払を不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割

増金として当社が指定する期日及び方法により支払うこととします。 

 

第２４条（延滞損害金） 

契約者が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合、当該

契約者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14．5％の割合で計

算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日及び方法により支払うこととしま

す。 

 

第２５条（消費税） 



契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法

に関する法令の規定により当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるものとさ

れているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地

方消費税相当額を併せて支払うものとします。 

 

第２６条（端数処理） 

当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。 

 

第５章データ等の取扱い 

第２７条（データ等の取り扱い） 

本サービスにおけるデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用さ

れた（以下「データ事故」という）としても、その結果発生する間接の損害、派生的な損

害、特別損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。ただし、データ事

故が当社の重過失に基づく場合はこの限りではなく、契約者に発生した直接の損害につ

き、当社が当該データ事故の原因となった本サービスにつき契約者から1 年間に受領する

料金の範囲で賠償義務を負うものとします。 

２ 契約者は、別途定める「プライバシーポリシー」に同意の上、必要な範囲で個人情報

（「個人情報の保護に関する法律」第２条第１項によって定義された「個人情報」と同

じものをいい、以下同様です）を当社に提供しなければなりません。なお、当社は当社

が取得した利用者の個人情報を「プライバシーポリシー」に従って適正に管理し、利用

目的の範囲内で利用させて頂くことがございます。 

（https://www.e-infonet.jp/privacypolicy.html） 

３ 本サービスにおいて、当社は契約者のデータを、適切な手続に従い法律で認められる

範囲で他社へ複写及び保管することがあります。 

４ 利用者がＥＵ個人データ（ＧＤＰＲに関する特約において定義されます）を取得する

場合、ＧＤＰＲに関する特約が適用されます。 

 

第６章損害賠償 

第２８条（責任の制限） 

当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者

に対し本サービスを提供しなかったときは、本サービスを利用できないことを当社が確認

できた時刻から起算して連続して72時間、又は1料金月に合計120時間以上本サービスが利

用できなかったときに限り、契約者からの請求により、その月額使用料を限度として損害

の賠償をします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過す

る日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。 

https://www.e-infonet.jp/privacypolicy.html


 

第２９条（免責） 

当社は、契約者が本サービスの提供を受けることに関連して、自己のデータ、文書その

他のファイルが破損又は損失した場合は、当社に故意がある場合を除き一切の賠償 

責任を負わないものとします。また、本サービスの利用が中断し、制限され、又は不能と

なったこと、あるいは本サービスから得た情報等に起因して生じた損害は、前条により当

社が月額使用料の範囲で賠償義務を負う場合を除き、その発生原因を問わず、また直接、

間接を問わず、逸失利益、拡大損害、特別損害を含めて当社は一切の責任を負担しないも

のとします。 

２ 当社は、契約者の本サービス利用によって生じた、第三者に発生したすべての物的害

及び人的損害についても、一切の賠償の責任を負わないものとします。 

 

第７章雑則 

第３０条（管轄裁判所） 

契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判

所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３１条（ドメイン登録の取り扱い） 

契約者はドメイン登録をした場合、社団法人日本ネットワークインフォメーションセン

ター、ICANNが随時採用するドメイン名に関るポリシー、指示、指針、その他の取決め

（以下、「ポリシー等」といいます。）に従うことに同意したものとみなします。 

２ 第１項のポリシー等は、以下のホームページで掲載しています。 

(１) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（http://www.nic.ad.jp） 

(２) ICANN（http://www.icann.org） 

 

第３２条（技術的条件） 

本サービスにおける基本的な技術事項は、別紙の通りとします。 

以上 

http://www.icann.org/

